
公募型指名競争入札参加申込に係る公告 

 

公募により入札参加者を募集し、応募があった者の中から参加者を選考する指名競争入札（以下「公募

型指名競争入札」）を実施するので、下記のとおり告示する。 

 

令和７年１１月２７日 

 

                          北海道弟子屈町長 德永 哲雄 

 

１ 入札に付する事項 

（１）入札方式 公募型指名競争入札 

（２）工 事 名 複合型地域観光交流拠点施設新築工事（機械設備工事） 

（３）工事場所 弟子屈町中央１丁目 

（４）工  期 契約締結の翌日から令和９年１０月５日まで（予定） 

（５）工事概要 公募内容説明書のとおり 

（６）本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に基

づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。 

 

２ 入札参加者の要件 

   公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は単体企業又は特定建設工事共同企業体であっ

て、単体企業の要件は（１）、共同企業体の要件は（２）とする。 

（１） 単体企業の要件 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第２６号。以下「令」という。）第１６７条の４の規定

に該当しないものであること。 

イ 弟子屈町工事等請負業者選定及び指名基準に関する要綱（昭和５４年弟子屈町訓令第９号） 

の規定に基づき格付名簿（令和７年度）に登載された請負業者中、管工事の工事種別に登録

され、登録期間中の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書における管工事の許可

業種総合評定値が９００点以上である者。 

  ウ 入札執行日までの間、弟子屈町競争入札参加資格指名停止事務処理要領（平成１５年弟子屈

町訓令第４８号。以下「要領」という。）第２条第１項及び第３条第１項の規定による指名の

停止を受けていないこと。また、指名停止を受けたが、既にその停止の期間を経過している

こと。 

  エ 本工事に対応する建設業法の許可業種につき、営業年数が４年以上あること。 

  オ 本工事と同種で、かつ、過去１５年間（平成２２年度以降）に元請として施工した次の実績

を有すること。（共同企業体として施工した実績は、当該共同体の構成員としての出資比率が

２０％以上の場合に限るものとする。） 

    ①発注者  国、地方公共団体、建設業法施行令第４５条に規定する公共法人、建設業法施           

行規則第１８条に定める法人、国家公務員共済組合、地方職員共済組合、公立学

校共済組合 

    ②構 造  非木造 

    ③面 積  2,000 ㎡以上 

    ④階 数  平屋建て以上 

    ⑤種 類  新築・改築・増築 



  カ 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事に専任で配置

できること。 

  キ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。 

  ク 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある

建設業者でないこと。（設計業務受託者：株式会社フィルド） 

  ケ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規

定する暴力団員又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同

条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。）に該当する者

でないこと。 

 

（２） 特定建設工事共同企業体の要件 

  ア 構成員の数及び組み合わせ等 

① 「２ないし３社」による自主結成とする。 

   ② 全ての構成員が、弟子屈町工事等請負業者選定及び指名基準に関する要綱（昭和５４年弟

子屈町訓令第９号）の規定に基づき格付名簿（令和７年度）に登載された請負業者中、管工

事の工事種別に登録され、登録期間中の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書に

おける管工事の許可業種総合評定値が９００点以上の者であること。 

  イ 出資比率 

   ①２社以上の場合 ３０％以上であること。 

   ②３社以上の場合 ２０％以上であること。 

ウ 全ての構成員が、地方自治法施行令（昭和２２年政令第２６号。以下「令」という。）第１ 

６７条の４の規定に該当しないものであること。 

  エ 全ての構成員が、入札執行日までの間、弟子屈町競争入札参加資格指名停止事務処理要領

（平成１５年弟子屈町訓令第４８号。以下「要領」という。）第２条第１項及び第３条第１項

の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名停止を受けたが、既にその停止の

期間を経過していること。 

  オ 全ての構成員が、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、営業年数が４年以上ある

こと。 

  カ 構成員のうち代表者は、（１）のオの要件を満たすこと。 

  キ 構成員のうち代表者は、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は主任技

術者を工事に専任で配置できること。 

  ク 構成員のうち代表者は、現場代理人を工事現場に専任で配置できること。 

  ケ 全ての構成員が、発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面

において関連がある建設業者でないこと。（設計業務受託者：株式会社フィルド） 

コ 全ての構成員が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に経営を支

配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者

をいう。）に該当する者でないこと。 

サ 全ての構成員が、当該発注工事における単体企業及び他の共同企業体の構成員でないこと。 

 

３ 公募型指名競争入札参加資格申請書 

（１）提出期間 令和７年１１月１４日（金）から令和７年１２月１０日（水）まで 

    ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く８時４５分から１７時３０分まで 

（２）提出場所 〒０８８－３２９２ 北海道川上郡弟子屈町中央２丁目３番１号 

        弟子屈町役場 総務課 総務係 

        電 話 ０１５－４８２－２９１２ 



        ＦＡＸ ０１５－４８２－２６９６ 

（３）提出書類等 

   ①公募型指名競争入札参加資格申請書（別記様式第 1 号） 

   ②特定建設工事共同企業体協定書（北海道様式に準ずる）※共同企業体のみ 

   ③委任状 ※共同企業体のみ 

  【添付書類】 

   ・工事施工実績調書（別記様式第２号） 

    （※実績は、２（１）のオ又は２（２）のカに記述した工事について記載すること）。 

   ・工事施工実績を証明する書面 

     工事実績証明書（別記様式第３号）又はこれに代わる書面（契約書等の写し）。 

     （共同企業体として実績のある場合は、当該共同企業体の協定書及び付属協定書 

      のそれぞれの写し。） 

   ・配置予定技術者調書（別記様式第４号） 

   ・設計業務受託者との関連を示す書面（別記様式第５号） 

   ・誓約書（別記様式第６号）※共同企業体は構成員ごとに記載すること。 

   ・その他町長が必要と認める書類。 

 

４ 指名業者の認定及び指名通知 

（１）提出された申請書等に基づき、弟子屈町建設工事等請負業者指名選考委員会に諮り、２に掲げ 

る要件を審査し、入札参加者として認定する。 

（２）申請者のうち入札参加者として認定をしなかった者に対して、認定をしなかった旨を書面によ 

り通知する。 

（３）工事の発注にあたっては、弟子屈町建設工事等請負業者指名選考委員会に図り、認定者の中か 

ら指名競争入札参加者を選考し指名する。 


